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調査の概要 

１ 目 的 

   県内における成年後見制度の取組み状況の把握 

 

２ 実施主体 

   社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 

 

３ 調査の種類、目的、対象等 

（１）令和３年度新潟県における成年後見関係事件に関する実態把握調査 

目  的 新潟家庭裁判所において取り扱う成年後見事件の状況把握 

対  象 新潟家庭裁判所（１ヵ所） 

実施方法 郵送による依頼とファクスによる回収 

発送数 １ 

回収数 １ 

 

（２）令和３年度成年後見制度利用支援事業等に関する実態把握調査 

目  的 新潟県内における成年後見制度利用支援事業等の実施状況の把握 

対  象 新潟県内の市町村行政（30市町村） 

実施方法 メールによる依頼及び回収 

発送数 30 

回収数 30 

 

（３）令和３年度社協における権利擁護事業実施状況調査 

目  的 
新潟県内の市町村社会福祉協議会における権利擁護事業への取組

み状況の把握 

対  象 新潟県内の市町村社会福祉協議会（30社協） 

実施方法 メール等による依頼及びメール等による回収 

発送数 30 

回収数 30 

 

４ 調査期間 

令和３年８月３日～31日 
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５ 調査結果の概要 

 令和３年度新潟県における成年後見関係事件に関する実態把握調査の結果について 
 

  令和２年の成年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選

任事件）の申立件数は937件（前年比６件減）。 

  令和２年の申立人については、本人が一番多く223件。 

  令和２年の市町村長申立件数は178件※１（前年比18件増）。 

  令和２年の主な申立て動機は預貯金等の管理・解約が一番多く711件。 

  令和２年の成年後見人等と本人との関係別選任件数は、親族後見人※２選任件数が178件

（前年比21件減）、第三者後見人※３選任件数が746件（前年比43件減）となり、平成25年

以降、第三者後見人の選任件数が親族後見人の選任件数を上回っている。 

  令和３年６月30日時点の成年後見制度利用者数は5,207人（前年比298人増）で、本調査

開始（平成26年）以降、年々増加している。 

 

 令和３年度成年後見制度利用支援事業等に関する実態把握調査の結果について 
 

  29市町村において成年後見制度利用支援事業「申立てに要する経費の助成」を実施して

おり、また、全ての市町村において成年後見制度利用支援事業「後見人等への報酬助成」

を実施している。「申立てに要する経費の助成」については11市町村が、「後見人等への報

酬の助成」については３市町村が助成対象者を「市町村長申立」に限定している。「申立て

に要する経費の助成」「後見人等への報酬助成」ともに全ての実施市町村が「後見」「保佐」

「補助」の３類型を助成対象とする一方、「任意後見」「後見監督」を対象としている市町村

はない。 

  令和２年度は成年後見制度利用支援事業の「申立てに要する経費の助成」について、県内

全体で11,192千円の予算額に対して1,950千円の執行額となっており、「後見人等への報

酬の助成」については県内全体で243,102千円の予算額に対し、196,505千円の執行額と

なっている。 

  市町村長申立について、令和２年度において26市町村で合計204件※１（高齢福祉担当課

168件、障害福祉担当課36件）の申立てがあった一方で、４市町村では市町村長申立の

実績がなかった。また、申立書類に候補者を記載した件数は、高齢福祉担当課106件

（63.1%）、障害福祉担当課11件（30.6%）となっている。 

  市町村長申立にあたって実施する親族調査の範囲について、27市町村が「２親等まで」とし

ている一方で、２市町村が「４親等まで」とし、１市町村が「２親等までであるが、状況により４

親等まで」としている。 

  令和３年度に「市民後見推進に関する事業」は６市町村が実施、「成年後見制度法人後見

支援事業」は11市町村が実施する。 

  市町村において市民後見人養成研修を修了した人数は６ヵ所で合計337人。そのうち、「現

在、市民後見人として家庭裁判所から選任されて活動している人」が２ヵ所で20人、「現在、

法人後見実施団体の嘱託職員等（法人後見支援員）として活動している人」が３ヵ所で94

人、「現在、社協の日常生活自立支援事業の嘱託職員等（生活支援員）として活動してい

る人」が５ヵ所で22人となっている。 
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 令和３年度社協における権利擁護事業実施状況調査の結果について 
 

  県内30市町村社協のうち、20社協が権利擁護センター等※４を設置している。 

  県内社協の権利擁護事業への取組状況は、広報17社協、相談13社協、利用促進16社協、

後見人支援10社協、その他（法人後見や日常生活自立支援事業の実施など）30社協とな

っている。 

  権利擁護事業に係る財源として、９社協が「委託金（日常生活自立支援事業を除く）」を充

て、４社協が「補助金」を充て、19社協が「自主財源」を充てている。 

  地域連携ネットワークにおける協議体等を運営又は参加している20社協のうち、２社協が

「市町村が設置する地域連携ネットワークにおける協議体」に参加、20社協が「法人後見運

営委員会」を運営、６社協が「成年後見制度利用促進に関する検討会やプロジェクトチーム

等のネットワーク」に参加している。 

  法人後見事業を実施している20社協（前年比２社協増）で、これまでに合計332件（前年比

54件増）の受任実績があり、そのうち98件は既に終了しているため、現在は234件（前年比

27件増）を受任している。 

  法人後見実施社協における成年被後見人等との受任前の関わりについて、「受任前の関わ

りはない」（77件）を除くと、「介護保険、障害福祉サービスの利用者」が73件（31.2%）と一番

多く、次いで、「日常生活自立支援事業の利用者」が68件（29.1%）となっている。 

  ４社協が法人後見支援員を雇用しており、104人が法人後見支援員として活動している。 

  法人後見支援員を雇用していない16社協のうち、「雇用する必要性を感じない」が４社協と

一番多く、次いで、「雇用を検討している」が３社協、「雇用する予定である」が２社協となって

いる。 

  法人後見事業について検討中または未実施の10社協のうち、「法人後見実施の認可申請

済み」が１社協、「法人後見事業を実施する予定はない」が９社協となっている。 

 

※１：「令和３年度新潟県における成年後見関係事件に関する実態把握調査の結果」と「令和

３年度成年後見制度利用支援事業等に関する実態把握調査の結果」における市町村長

申立件数に相違があるのは、新潟家庭裁判所では集計が暦年であるのに対し、市町村で

の集計が年度となっているため。 

※２：「親族後見人」とは、親族（配偶者・子・兄弟姉妹等）で本人の成年後見人等に選任され

た者の総称。 

※３：「第三者後見人」とは、親族以外（弁護士・司法書士・社会福祉士・社会福祉協議会等）

で本人の成年後見人等に選任された者の総称。 

※４：「権利擁護センター等」とは、下記の２点いずれにも該当するところ。（全国社会福祉協議

会が令和３年11月に実施した「社協における成年後見の取り組み状況に係る調査」におけ

るものと同じ内容の機関を指す） 

   ①センターの設置要綱、運営要綱、事業実施要領、法人後見の実施要綱のいずれかを

制定している（センター運営の委託元の行政等が制定している場合も含む） 

   ②センターで法人後見を実施している、または、法人後見の受任体制を構築済みである、

または、市民後見人の養成・活動支援を実施している 
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　【調査概要】

※

※

　【定　義】

　【新潟家庭裁判所支部別の管轄市町村】

佐渡市

十日町出張所 十日町市（旧十日町市、旧川西町、旧中里村）、津南町

第三者後見人
親族以外（弁護士、司法書士、社会福祉士、その他）で本人の成年後見人等に選任さ
れた者の総称

新潟家庭裁判所本庁 新潟市、燕市（旧吉田町）、五泉市、阿賀町、弥彦村

三条支部 三条市、加茂市、燕市（旧燕市、旧分水町）、田上町

新発田支部 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村

長岡支部 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、刈羽村

高田支部 上越市、糸魚川市、妙高市、十日町市（旧松代町、旧松之山町）

佐渡支部

親族後見人
親族（配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族）で本人の成年後見人等に選任された
者の総称

調査方法 郵便による依頼とファクスによる回収

発送数 1

回収数 1

本年度以前の数値は過去に本会が実施した調査結果を引用。

成年後見人等 成年後見人、任意後見人、保佐人、補助人の総称

成年被後見人等 成年被後見人、任意被後見人、被保佐人、被補助人の総称

本調査結果に用いたグラフにおいて示した百分率（％）は少数第二位を四捨五入しているため、合計が
100とならないこともある。

調査時期 令和３年８月３日から８月31日

令和３年度新潟県における成年後見関係事件に関する実態把握調査の結果

目　的 新潟家庭裁判所において取り扱う成年後見関係事件の状況把握

対　象
新潟家庭裁判所
（新潟家庭裁判所本庁、三条支部、新発田支部、長岡支部、高田支部、佐渡支部、
十日町出張所）
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1　成年後見関係事件の申立件数の推移
※

 

 

ここで言う「成年後見関係事件」とは、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任
事件のこと。

令和２年の成年後見関係事件の申立件数を本庁・支部・出張所別にみると、本庁管内で483件
(前年比４３件増)と一番多く、次いで長岡支部管内で168件(前年比16件減)、新発田支部管内
で88件(前年比６件増)、高田支部管内で76件(前年比45件減)、三条支部管内で59件(前年比
６件減)、佐渡支部管内で45件(前年比６件増)、十日町出張所管内で18件(前年比６件増)となっ
ている。

　　　　≪本庁・支部・出張所別件数≫

令和２年の成年後見関係事件の申立件数は937件で、前年に比べて６件減少した。（後見開始
では前年比26件の減、保佐開始では前年比10件の増、補助開始では前年比13件の増、任意後
見監督人選任では前年比３件の減。）

※件数は概数である。
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（単位：件）

※件数は概数である。

※件数は概数である。

(合計557件)

(合計604件)

(合計687件)

(合計677件)

(合計681件)

(合計780件)

(合計786件)
(合計936件)

(合計943件)

(合計937件)

（単位：件）

(合計557件)

(合計604件)

(合計687件)

(合計677件)

(合計681件)

(合計780件)

(合計786件)
(合計936件)

(合計943件)

(合計937件)
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２　令和２年における終局区分別件数
 

 

成年後見関係事件の終局事件合計907件のうち、「容認」で終局したものは873件（96.３％）であ
る。
成年後見関係事件の終局事件のうち、「容認」で終局した件数を本庁・支部・出張所別にみると、
本庁管内で４４４件(９６.９%)と一番多く、次いで長岡支部管内で１５５件(９５.１%)、新発田支部高
田支部管内で７８件(９６.３%)、高田支部管内で75件(96.2%)、三条支部管内で62件(95.4%)、佐
渡支部管内で41件(95.3%)、十日町出張所管内で18件(94.７%)となっている。

　　　　≪本庁・支部・出張所別件数≫

容認873件, 
96.3%

その他34件, 
3.7%

※件数は概数である。

n=907

容認62件, 
95.4%

その他3件, 4.6%
三条支部

※件数は概数である。

n=65

容認444件, 
96.9%

その他14件, 
3.1%

本庁

※件数は概数である。

n=458
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容認78件, 
96.3%

その他3件, 3.7%
新発田支部

※件数は概数である。

n=81

容認155件, 
95.1%

その他8件, 4.9%
長岡支部

※件数は概数である。

n=163

容認75件, 
96.2%

その他3件, 3.8%

高田支部

※件数は概数である。

n=78
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３　申立人の属性

 令和２年の申立人と本人との関係については、本人が一番多く223件、次いで市町村長178件、
本人の子177件、その他親族114件、兄弟姉妹112件となっている。

容認41件, 
95.3%

その他2件, 4.7%

佐渡支部

※件数は概数である。

n=43

容認18件, 
94.7%

その他1件, 5.3%

十日町出張所

※件数は概数である。

n=19
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本庁 三条支部 新発田支部 長岡支部 高田支部 佐渡支部 十日町出張所 ※件数は概数である。

（単位：件）n=907

(合計223件)
(合計27件)

(合計53件)

(合計177件)

(合計112件)

(合計114件)

(合計20件)

(各1件・合計3件)

(合計178件)

(合計0件)
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4　市町村長申立件数の推移

 
 

5　申立ての主な動機

 

令和２年の市町村長申立件数を本庁・支部・出張所別にみると、本庁管内で91件(前年比33件
増)と一番多く、次いで長岡支部管内で34件(前年比11件減)、新発田支部管内で18件(前年比５
件減)、佐渡支部管内で12件(前年比６件増)、三条支部管内で9件(前年比増減０件)、高田支部
管内で８件(前年比7件減)、十日町出張所管内で６件(前年比２件増)となっている。

令和２年の成年後見関係事件の主な申立の動機としては、「預貯金等の管理・解約」が一番多く
711件となっており、次いで、「身上保護」が464件となっている。

令和２年の市町村長申立件数は178件で、前年と比べて18件増加した。
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本庁 三条支部 新発田支部 長岡支部 高田支部 佐渡支部 十日町出張所 ※件数は概数である。

(合計42件)

(合計44件)

(合計47件)

(合計64件)

(合計59件)

(合計109件)

(合計111件)

(合計157件)

(合計160件)

(合計178件)

711

45

186

171

21

251

464

93

0 100 200 300 400 500 600 700 800

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

n=1,942 （単位：件）

（単位：件）
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　　　　≪本庁・支部・出張所別件数≫

360

15

93

67

8

143

278

26

0 50 100 150 200 250 300 350 400

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

本庁

53

6

12

22

5

20

41

4

0 10 20 30 40 50 60

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

三条支部

72

6

9

18

2

15

24

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

新発田支部

（単位：件）n=990

（単位：件）n=163

（単位：件）n=152
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130

13

52

37

2

39

70

29

0 20 40 60 80 100 120 140

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

長岡支部

57

1

9

12

4

11

15

0

0 10 20 30 40 50 60

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

高田支部

23

1

6

6

0

17

24

19

0 5 10 15 20 25 30

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

佐渡支部

（単位：件）n=372

（単位：件）n=109

（単位：件）n=96
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6　鑑定実施割合　

 本庁・支部・出張所別の終局事件のうち、令和２年の鑑定実施割合は、長岡支部が11.66％で最
も多く、次いで、佐渡支部で11.63％となっている。

1.31

0

0

11.66

0

11.63

10.53

0 2 4 6 8 10 12 14

本庁

三条支部

新発田支部

長岡支部

高田支部

佐渡支部

十日町出張所

※件数は概数である。

n=907

16

3

5

9

0

6

12

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

預貯金等の管理・解約

保険金受取

不動産の処分

相続手続き

訴訟手続き等

介護保険契約

（施設入所等のため）

身上保護

その他

※件数は概数である。

十日町出張所 （単位：件）n=60

（％）
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７　成年後見人等と本人との関係別件数の推移

 

 

令和２年の成年後見人等の選任件数は924件で、そのうち、親族後見人選任件数は178件と全
体の19.3％、第三者後見人選任件数は746件と全体の80.7％となっている。
親族後見人は子が90件で全体の50.6%、続いて兄弟姉妹が24件13.5%となっている。第三者後
見人は司法書士が243件32.6%、弁護士が226件30.3%、社会福祉士が162件21.7%となってい
る。

親族後見人178件,
19.3%

第三者後見人746件, 
80.7%

親族後見人、第三者後見人の別

※件数は概数である。

n=924

配偶者8件, 4.5%

親19件, 10.7%

子90件, 50.6%

兄弟姉妹24件, 13.5%

その他親族37件, 
20.8%

親族後見人の内訳

※件数は概数である。

n=178

弁護士226件, 30.3%

司法書士243件, 
32.6%

社会福祉士162件, 
21.7%

社会福祉協議会, 
45件, 6.0%

税理士13件, 1.7%

行政書士23件, 3.1%
市民後見人, 4件, 0.5%

その他法人28件, 3.8%

その他個人2件, 0.3%

第三者後見人の内訳

※件数は概数である。

n=746
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令和２年の成年後見人等の選任件数のうち、親族後見人選任件数は178件(前年比21件減)と
全体の19.3％、第三者後見人選任件数は746件(前年比43件減)と全体の80.7％となり、平成
25年以降、第三者後見人選任件数が親族後見人選任件数を上回っている。
令和２年の成年後見人等と本人との関係別件数を本庁・支部・出張所別にみると、本庁管内【親
族後見人:100件／第三者後見人:377件】、三条支部管内【親族後見人:12件／第三者後見
人:52件】、新発田支部管内【親族後見人:14件／第三者後見人:66件】、長岡支部管内【親族後
見人:33件／第三者後見人:129件】、高田支部管内【親族後見人:11件／第三者後見人:68
件】、佐渡支部管内【親族後見人:７件／第三者後見人:36件】、十日町出張所管内【親族後見
人:１件／第三者後見人:18件】と、本庁・支部・出張所の全てにおいて、第三者後見人の選任件
数が親族後見人の選任数を上回った。
（※本庁・支部・出張所ごとに親族後見人と第三者後見人の選任件数を比較して多い方に 下線
を引いた。）

　　　　≪本庁・支部・出張所別件数≫

100
12

14

33
11

7

1

377

52

66

129

68

36

18

0 100 200 300 400 500 600

新潟家裁本庁

三条支部

新発田支部

長岡支部

高田支部

佐渡支部

十日町出張所

親族後見人 第三者後見人 ※件数は概数である。

344 335
343 287

228 217 186 205 199 178
202

248

368 408

491

617 625

728

789
746

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年

親族後見人 第三者後見人

（単位：件）

※件数は概数である。

n=924 （単位：件）
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8　成年後見制度の利用者数の推移

 

 

 

　　　　≪本庁・支部・出張所別件数≫

令和３年６月30日時点における成年後見制度（成年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数は
合計で5,207人となり、前年と比べて298人増加している。
「成年後見」の利用者数は3,555人で前年と比べて62人増加、「保佐」の利用者数は1,312人で
前年と比べて178人増加、「補助」の利用者数は314人で前年と比べて53人増加、「任意後見」
の利用者数は26人で前年と比べて５人増加となっている。
令和３年６月30日時点の成年後見制度の利用者数を本庁・支部・出張所別にみると、本庁管内
で2,325人（前年比214人増）と一番多く、次いで長岡支部管内で1,174人（前年比55人増）、高
田支部管内で596人（前年比29人減）、新発田支部管内で434人（前年比25人増）、三条支部
管内で399人（前年比24人増）、佐渡支部管内で199人（前年比３人増）、十日町出張所管内で
80人（前年比６人増）となっている。

3,080 

3,225 

3,382 

3,493 

3,555 

740 

853 

1,003 

1,134 

1,312 

155 

184 

208 

261 

314 

22 

20 

22 

21 

26 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

成年後見 保佐 補助 任意後見 ※件数は概数である。

1,273 

1,346 

1,433 

1,480 

1,560 

317 

368 

448 

517 

618 

61 

72 

85 

103 

133 

16 

13 

13 

11 

14 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

本庁

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

(合計3,997人)

(合計4,282人)

(合計4,615人)

(合計4,909人)

(合計5,207人)

(合計1,667人)

(合計1,799人)

(合計1,979人)

(合計2,111人)

(合計2,325人)

（単位：人）
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217 

236 

240 

243 

251 

54 

68 

86 

101 

113 

17 

21 

27 

29 

34 

1 

1 

1 

2 

1 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

三条支部

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

266 

277 

288 

304 

305 

57 

64 

74 

84 

102 

10 

13 

12 

20 

25 

1 

1 

2 

1 

2 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

新発田支部

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

733 

747 

813 

821 

833 

169 

186 

211 

229 

266 

39 

43 

50 

66 

71 

2 

3 

3 

3 

4 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

長岡支部

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

(合計289人)

(合計326人)

(合計354人)

(合計375人)

(合計399人)

(合計334人)

(合計355人)

(合計376人)

(合計409人)

(合計434人)

(合計943人)

(合計979人)

(合計1,077人)

(合計1,119人)

(合計1,174人)
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411 
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422 

381 

110 
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144 
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24 
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28 

37 

44 
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0 100 200 300 400 500 600 700
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H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点
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高田支部

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

138 

144 

149 

163 
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26 

27 

28 

28 

34 

3 

3 
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5 

6 
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H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

佐渡支部

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

51 

50 

64 

63 

66
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7 

12 
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1 
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H29.5.31時点

H30.5.31時点

R1.5.31時点

R2.5.14時点

R3.6.30時点

十日町出張所

成年後見 保佐 補助 任意後見

（単位：人）

※件数は概数である。

(合計539人)

(合計570人)

(合計571人)

(合計625人)

(合計596人)

(合計167人)

(合計175人)

(合計181人)

(合計196人)

(合計199人)

(合計58人)

(合計78人)

(合計77人)

(合計74人)

(合計80人)
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目　的

対　象

調査時期

調査時点

調査方法

発送数

回収数

メールによる依頼及び回収

30

30

令和３年度成年後見制度利用支援事業等に関する実態把握調査の結果

新潟県内における成年後見制度利用支援事業等の実施状況の把握

新潟県内の市町村行政（30市町村）

令和３年８月３日から８月31日

令和３年５月１日

　【調査の概要】
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１　成年後見制度利用支援事業について
　（１）成年後見制度申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）の助成について

問1

 

≪問１で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問2 助成対象者の申立要件について、該当する項目にチェック を入れてください。

 

≪問１で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問3 助成対象者の収入･資産要件について、該当する項目全てにチェック を入れてください。（複数回答）

 

成年後見制度の申立てに要する経費の助成を実施していますか。該当する項目にチェック を入
れてください。

県内29ヵ所において、高齢者及び障害者ともに対象として実施している。

11ヵ所が市町村長申立に限定している一方で、18ヵ所が市町村長申立に限定していない。

24ヵ所が「生活保護法による被保護者」を対象、19ヵ所が「収入・資産状況等から生活保護法によ
る被保護者に準ずる者」を対象、15ヵ所が「助成金を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
状況にある者」を対象、５ヵ所が「収入・資産要件については特に定めていない」と回答。

29
0

0

1

0 10 20 30

①高齢者及び障害者ともに対象として実施している

②高齢者のみ対象として実施している

③障害者のみ対象として実施している

④実施していない

（単位＝市町村数）n=30

11

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

①市町村長申立に限定している

②市町村長申立に限定していない

（単位＝市町村数）n=29

24

19

15

5

5

0 5 10 15 20 25 30

①生活保護法による被保護者

②収入･資産状況等から生活保護法に

よる被保護者に準ずる者

③助成金を受けなければ成年後見

制度の利用が困難な状況にある者

④その他

⑤収入･資産要件については特に定めていない

（単位＝市町村数）

【「④その他」の内容】

・要介護認定者

・市町村長が必要と認めた者

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと

・世帯全員が非課税、世帯の預貯金額が100万円未満、親族等に扶養されていない、被後見人等の資産が

ないこと

n=29
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≪問１で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問4 受任者要件について、該当する項目全てにチェック を入れてください。（複数回答）

 

≪問１で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問5

 

 
 

県内全体として令和２年度は197件（11,192千円）予算計上し、103件（1,950千円）執行してい
る。
執行した103件のうち、「後見」が67件で全体の65.0%を占めている。

令和２年度及び３年度の予算額と令和２年度の実績をご記入下さい。実績については、類型別内
訳も記入ください。（高齢及び障害福祉担当課の合算でお答え下さい。）

令和３年度は209件（11,232千円）予算計上している。

29ヵ所が「後見」「保佐」「補助」の３類型全てを対象としている一方で、「任意後見」「後見監督」を
対象としている市町村はない。

197 

103 

209 

0 50 100 150 200 250

令和２年度予算

令和２年度実績

令和３年度予算

（単位＝件数）

29

29

29

0

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35

①後見

②保佐

③補助

④任意後見

⑤後見監督

⑥その他

（単位＝市町村数）

n=29

後見, 67 件, 

65.0%

保佐, 

30 件, 29.1%

補助,

6 件, 5.8%
任意, 0 件

監督, 0 件

n=103
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　（２）後見人等への報酬の助成について
問6 成年後見人等への報酬助成を実施していますか。該当する項目にチェック を入れてください。

 

≪問6で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問7 助成対象者の申立要件について、該当する項目にチェック を入れてください。

 

県内全ての市町村において、高齢者及び障害者ともに対象として実施している。

３ヵ所が市町村長申立に限定している一方で、27ヵ所は市町村長申立に限定していない。

30
0

0

0

0 5 10 15 20 25 30

①高齢者及び障害者ともに対象として実施している

②高齢者のみ対象として実施している

③障害者のみ対象として実施している

④実施していない

（単位＝市町村数）n=30

3

27

0 5 10 15 20 25 30

①市町村長申立に限定している

②市町村長申立に限定していない

（本人や親族による申立ても対象）

（単位＝市町村数）n=30

11,192 

1,950 

11,232 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

令和２年度予算

令和２年度実績

令和３年度予算

予算・決算額 （単位＝千円）
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≪問6で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問8 助成対象者の収入･資産要件について、該当する項目全てにチェック を入れてください。（複数回答）

 

≪問6で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問9 受任者要件について、該当する項目全てにチェック を入れてください。（複数回答）

 30ヵ所が「後見」「保佐」「補助」の３類型全てを対象としている一方で、「任意後見」「後見監督」を
対象としている市町村はない。

28ヵ所が「生活保護法による被保護者」を対象、21ヵ所が「収入・資産状況等から生活保護法によ
る被保護者に準ずる者」を対象、20ヵ所が「助成金を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
状況にある者」を対象と回答。

28

21

20

6

0

0 5 10 15 20 25 30

①生活保護法による被保護者

②収入･資産状況等から生活保護法に

よる被保護者に準ずる者

③助成金を受けなければ成年後見

制度の利用が困難な状況にある者

④その他

⑤収入･資産要件については特に定めていない

（単位＝市町村数）

【「④その他」の内容】

・住民税非課税世帯

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと

・住民税非課税で、流動資産が３５０万円以下(世帯員が１人増えるごとに１００万円加算）の者

・世帯全員が非課税、世帯の預貯金額が100万円未満、親族等に扶養されていない、被後見人

等の資産がないこと

・預貯金等から報酬額を差し引いた額が100万円以下であること

・世帯全員が住民税非課税世帯で預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が１人増えるご

とに100万円を加算した額以下であること

n=30

30

30

30

0

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35

①後見

②保佐

③補助

④任意後見

⑤後見監督

⑥その他

（単位＝市町村数）

n=30
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≪問6で、①・②・③のいずれかに回答した市町村へお聞きします≫
問10

 

 
 令和３年度は1,017件（275,237千円）予算計上している。

令和２年度及び３年度の予算額と令和２年度の実績をご記入下さい。実績については、類型別内
訳も記入ください。（高齢及び障害福祉担当課の合算でお答え下さい。）

県内全体として令和２年度は872件（243,102千円）予算計上し、840件（196,505千円）執行して
いる。
執行した840件のうち、「後見」が477件で全体の56.8%を占めている。

872 

840 

1,017 

0 200 400 600 800 1,000 1,200

令和２年度予算

令和２年度実績

令和３年度予算

（単位＝件数）

243,102 

196,505 

275,237 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

令和２年度予算

令和２年度実績

令和３年度予算

予算・決算額 （単位＝千円）

後見, 477 件, 

56.8%

保佐, 

287 件, 34.2%

補助,

76 件, 9.0%
任意, 0 件 監督, 0 件

n=840
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２　市町村長申立について
問11 市町村長申立にあたり、親族調査の範囲について該当する項目にチェック を入れてください。

 

問12

 

 

 申立類型別では、「後見」が159件、「保佐」が36件、「補助」が９件となっている。
 

27ヵ所が親族調査の範囲を「２親等まで」と回答、２ヵ所が「４親等まで」と回答、１ヵ所が「その他」と
回答。

令和２年度の市町村長申立件数は県内合計204件となっている。うち、高齢福祉担当課で168
件、障害福祉担当課で36件となっている。

令和２年度の市町村長申立件数を申立類型別にご記入ください。（括弧内は申立書類に候補者を
記載した件数）

申立件数別市町村数は、「０件」が４ヵ所、「１件」が７ヵ所、「２件」が６ヵ所、「３件」「６件」が３ヵ所ず
つ、「４件」「８件」が２ヵ所ずつ、「10件」「32件」「92件」が１ヵ所ずつとなっている。

高齢福祉担当課のうち106件（63.1%）、障害福祉担当課のうち11件（30.6%）で、申立書類に候補
者を記載している。

27

2

1

0 5 10 15 20 25 30

①２親等まで

②４親等まで

③その他

（単位＝市町村数）n=30

136

23

25

11

7

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

高齢

障害

申立類型別件数（高齢・障害別）

成年後見 保佐 補助

（単位＝件数）

(合計168件)

(合計36件)

n=204

【「③その他」の内容】

・2親等までであるが状況により4親等まで

候補者あり, 

106件, 63.1%

候補者なし,

62件, 36.9%

n=168

候補者あり, 

11件, 30.6%

候補者なし, 

25件, 69.4%

候補者の有無（障害）n=36

-24-



３　市民後見人について
問13 市民後見推進に関する事業を実施していますか。該当する項目にチェック を入れてください。（複数回答）

 

≪問13で、①・②・③のいずれかに回答した市町村にお聞きします≫
問14 具体的な取組内容について、該当する項目全てに○を付してください。（複数回答）

 

 

 

令和元年度における取組内容として、「市民後見人養成のための研修」「市民後見推進のための検
討会の実施」「市民後見人が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築」が３ヵ所ずつ
で一番多い。
令和２年度における取組内容として、「市民後見人が困難事例等に円滑に対応できるための支援
体制の構築」が５ヵ所で一番多い。
令和３年度取組予定の内容として、「市民後見人が困難事例等に円滑に対応できるための支援体
制の構築」が６ヵ所で一番多い。

「令和元年度実施」が８ヵ所、「令和２年度実施」が７ヵ所、「令和３年度実施予定」が６ヵ所となって
いる。

4
7

6
3

2
3

2
1
1
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0件
1件

2件

3件
4件

6件

8件
10件

32件
92件

申立件数別市町村数 （単位＝市町村数）

8
7

6
22

0 5 10 15 20 25

①平成元年度に実施した

②令和２年度に実施した

③令和３年度実施予定

④実施しない（予定はない）

（単位＝市町村数）n=30

3

2

3

3

2

2

3

3

4

5

3

2

4

2

3

6

4

2

0 1 2 3 4 5 6 7

①市民後見人養成のための研修

②市民後見人の活用等のための地域の実態把握

③市民後見推進のための検討会の実施

④市民後見人が困難事例等に円滑に

対応できるための支援体制の構築

⑤市民後見人養成研修修了者等の後見人

候補者名簿への登録から家庭裁判所への

後見候補者の推薦のための枠組の構築

⑥その他

H１年度

R２年度

R３年度（予定）

（単位＝市町村数）

【「⑥その他」の内容】

・制度の必要性の普及・啓発、研修修了者の活動の場の整備

・市民後見人フォローアップ研修

n=8

n=30
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≪これまでに市民後見人養成研修を開催したことのある市町村にお聞きします≫
問15 これまでに市民後見人養成研修を修了した方は何人いますか。

 

≪問15に回答した市町村にお聞きします≫
問16

 

上記問15で回答した人数のうち、既に活動できる状態にある人は何人いますか。下記の項目ごとに
人数をご記入ください。

「市民後見人候補者名簿に登録している人」は３ヵ所で77人、「法人後見実施団体の嘱託職員等
（後見支援員）として雇用契約を締結している人」は３ヵ所で合計104人、「社協の日常生活自立支
援事業の嘱託職員等（生活支援員）として雇用契約を締結している人」は５ヵ所で合計31人となっ
ている。

これまでに市民後見人養成研修を開催したことのある市町村は６ヵ所。その中で市民後見人養成
研修を修了した方は６ヵ所で合計337人。
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①市民後見人候補者名簿に登録して

いる人

②法人後見実施団体の嘱託職員等

（後見支援員）として雇用契約を締結

している人

③社協の日常生活自立支援事業の嘱

託職員等（生活支援員）として雇用契

約を締結している人

n=337 （単位＝人数）
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≪問16に回答した市町村にお聞きします≫
問17

 「現在、市民後見人として家庭裁判所から選任されて活動している人」２ヵ所で20人、「現在、法人
後見実施団体の嘱託職員等（法人後見支援員）として活動している人」は３ヵ所で合計94人、「現
在、社協の日常生活自立支援事業の嘱託職員等（生活支援員）として活動している人」は５ヵ所で
合計22人となっている。

上記16で回答した人数のうち、現に活動している方、及び過去に活動していた方は何人いますか。
下記の項目ごとに人数をご記入ください。
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①現在、市民後見人として家庭裁判所

から選任されて活動している人

②過去に市民後見人として家庭裁判

所から選任されて活動していたことが

ある人

③現在、法人後見実施団体の嘱託職

員等（後見支援員）として活動している

人

④過去に法人後見実施団体の嘱託職

員等（後見支援員）として活動していた

ことがある人

n=337 （単位＝人数）
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⑤現在、社協の日常生活自立支援

事業の嘱託職員等（生活支援員）として

活動している人

⑥過去に、社協の日常生活自立支援

事業の嘱託職員等（生活支援員）として

活動している人

n=337 （単位＝人数）

-27-



≪問13で、④に回答した市町村にお聞きします≫
問18

 

４　法人後見について
問19

 

市民後見推進に関する事業を実施していない理由はなんですか。最も大きな理由１つにチェック 
を入れてください。

「事業を実施するための組織体制の整備が困難なため」が14ヵ所と一番多く、次いで「地域に成年
後見制度利用に対するニーズが少ない（無い）ことを調査等を通じて把握しているため」「地域の成
年後見制度利用に対するニーズを把握する方法が分からず、結果、市民後見を推進する必要性を
見極められていないため」が１ヵ所ずつとなっている。

「令和元年度に実施」が11ヵ所、「令和２年度に実施」が13ヵ所、「令和３年度に実施予定」が11ヵ
所、「実施しない（予定はない）」が15ヵ所となっている。

地域生活支援事業「成年後見制度法人後見支援事業」の実施状況について、該当する項目に

チェック を入れてください。（複数回答）

1

1

0

14

6

0 5 10 15

①地域に成年後見制度利用に対するニーズが

少ない（無い）ことを調査等を通じて把握しているため

②地域の成年後見制度利用に対するニーズを

把握する方法が分からず、結果、市民後見を

推進する必要性を見極められていないため

③地域に弁護士や司法書士など適切な後見人

候補者がいることを把握しているため

④事業を実施するための組織

体制の整備が困難なため

⑤その他

（単位＝市町村数）

【「⑤その他」の内容】

・育成活用方法について検討中

・実施の必要性について検討中のため

・他市町村の事例等から、市民後見人は裁判所から選任されにくいため

・市民後見人養成後のバックアップ体制及び監督等の支援体制の未整備

・単独で行うことが困難

n=22

11

13

11

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

①平成元年度に実施した

②令和２年度に実施した

③令和３年度実施予定

④実施しない（予定はない）

（単位＝市町村数）n=30
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≪問19で、①・②・③のいずれかに回答した市町村にお聞きします≫
問20 具体的な取組内容について、該当する項目全てに○を付してください。（複数回答）

 
 
 

≪問19で、④に回答した市町村にお聞きします≫
問21

 

令和３年度取組予定の内容として、「法人後見推進のための検討会の実施」「法人後見団体への
財政支援」が６ヵ所ずつと一番多い。

９ヵ所が「事業を実施するための組織体制の整備が困難なため」と回答している。

地域生活支援事業「成年後見制度法人後見支援事業」を実施していない理由はなんですか。最も
大きな理由１つにチェック を入れてください。

令和元年度における取組内容として、「法人後見団体への財政支援」が７ヵ所で一番多い。
令和２年度における取組内容として、「法人後見団体への財政支援」が８ヵ所で一番多い。
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

①法人後見実施のための研修

②法人後見の活用のための地域の実態把握

③法人後見推進のための検討会の実施

④法人後見団体が困難事例等に円滑に

対応できるための支援体制の構築

⑤法人後見団体への財政支援

⑥その他

R1年度
R2年度
R3年度

（単位＝市町村数）

【「⑥その他」の内容】

・法人後見制度理解促進のための講座

n=15
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

①地域に成年後見制度利用に対する

ニーズが少ない（無い）ことを調査等を

通じて把握しているため

②地域の成年後見制度利用に対するニーズを

把握する方法が分からず、結果、市民後見を

推進する必要性を見極められていないため

③地域に弁護士や司法書士など適切な後見人

候補者がいることを把握しているため

④事業を実施するための組織

体制の整備が困難なため

⑤その他

（単位＝市町村数）

【「⑤その他」の内容】

・実施予定は未定だが、現在検討中のため

・社会福祉協議会が法人後見をすでに実施しているため(2)

・社会福祉協議会が法人受任を開始したため、今後のニーズを見極めたい

・すでに社会福祉協議会において法人後見受任ケースがあり、協力体制も構築済

・社協が法人後見を行っていて、ニーズには対応できている（運営費は社協運営費補助金を交付）

n=15
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５　その他
問22 成年後見制度推進上の課題や問題点等について、ご自由にお書きください。

 

 

 

 
 

 

 

 
 第三者後見ニーズに対する体制が整っていない。

制度利用が必要な対象者に、適切なタイミングで制度を結びつけるための支援（制度の説明、申立て手続き
の支援、候補者の調整など）が行える人材を、研修などの実施により増やしていく必要があると思われる。

精神の医療保護入院では親族がいる場合、市町村長申立対象外となるが、成年後見の市町村長申立の考
え方についてご助言いただけるとありがたい。親族がいても、県外・外国人・高齢者等の場合は、どのラインで
市町村長申立とすべきか。親族から申立ができない旨を文書でやり取りしたうえで実施すべきか。
中核機関が未設置であり、設置や機能の検討が必要。
直営地域包括支援センターで、各支所に必ず社会福祉士が配置されているわけではない。制度に関する相
談・申立支援に関して支所ごとにバラつきが生じている。
制度の利用について相談を受けることはあるが、申立ての手続きに関することや費用の面で、利用に至らない
ケースが多い。申立て費用の助成は行っておらず、今後検討が必要と思われる。

成年後見利用支援事業（報酬）の住所地特例の対象を、国県統一で示していただきたい。（住所地特例の方
の対応はどこが行うのか。国保は住所地特例、介護保険は特例ではない、というケースはどう考えるか。）

成年後見人等を受任できる専門職が限られているため、専門職後見人が必要な場合に成年後見人等が選
任されるまで時間を要する傾向にある。
支援者の制度に対する知識不足。
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　【調査概要】

※

令和３年度社協における権利擁護事業実施状況調査の結果

新潟県内の市町村社会福祉協議会における権利擁護に関する取り組み状況の把
握

新潟県内の市町村社会福祉協議会（30社協）

令和３年８月３日から８月31日

令和３年５月１日

30

目　的

対　象

調査時期

調査時点

調査方法

発送数

回収数

メール等による依頼及びメール等による回収

30

本調査結果に用いたグラフにおいて示した百分率（％）は少数第二位を四捨五入しているため、合計
が100とならないこともある。
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１　権利擁護センター等の設置状況
 

２　権利擁護事業に取り組んでいる社協
 

３　権利擁護事業の実施形態
（１）広報

 

権利擁護センター等を設置しているのは20社協と、全体の67％となっている。

権利擁護事業への取組状況を事業別にみると、広報17社協、相談13社協、利用促進16社協、後見人支
援10社協、その他（法人後見や日常生活自立支援事業の実施など）30社協となっている。（複数回答）

広報事業に取り組んでいる17社協のうち、14社協が「パンフレット等による制度・事業や相談窓口の周知」、
11社協が「地域住民向けの説明会等の開催」、10社協が「地域包括支援センターや施設職員等への説
明会等の開催」に取り組んでいる。（複数回答）

7

6

5

1

2

1

1

5

4

4

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

①パンフレット等に

よる制度・事業や相

談窓口の周知

②地域住民向けの

説明会等の開催

③地域包括支援セン

ターや施設職員等へ

の説明会等の開催

④その他

委託事業 補助事業 自主事業

n=17 （単位＝社協数）

【「④その他」の内容】

・市民向け権利擁護講座実施

・年1回 成年後見セミナー開催

(合計14社協)

「権利擁護センター等」を

設置している, 20社協, 
67%

「権利擁護センター等」を

設置していない, 10社協, 
33%

n=30

※本調査における「権利擁護センター等」は、全国社会福祉協議会が令和３年11月に実施した「社協における成年後見の取り

組み状況に係る調査」におけるものと同じ内容の機関を指す。

17

13

16

10

30

0 5 10 15 20 25 30 35

広報

相談

利用促進

後見人支援

その他

（単位＝社協数）n=30

(合計11社協)

(合計10社協)

(合計２社協)
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（２）相談
 

（３）利用促進
 

相談事業に取り組んでいる13社協のうち、13社協が「窓口で各種相談や申立手続き支援の実施」、７社協
が「施設等への出張相談の実施」、５社協が「専門職による相談会の実施」に取り組んでいる。（複数回答）

利用促進事業に取り組んでいる16社協のうち、１社協が「受任調整会議(※)の受託」、４社協が「運営委員
会における検討の結果、法人での受任を見送ったケースに対する他団体、他制度等の紹介」、13社協が
「日常生活自立支援事業からの移行支援」、５社協が「市民後見人や後見支援員の養成」、６社協が「生
活支援員の養成」に取り組んでいる。（複数回答）

6

5

4

1

1

1

6

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

①窓口で各種相談や

申立手続き支援の

実施（専門職（団体）

の紹介含む）

②施設等への出張

相談の実施

③専門職による

相談会の実施

④その他

委託事業 補助事業 自主事業

n=13 （単位＝社協数）

【「④その他」の内容】

・他支援機関等が主催する相談会に相談員として参加

1

1

5

5

2

2

1

1

3

7

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14

①受任調整会議

（※）の受託

②運営委員会におけ

る検討の結果、法人

での受任を見送った

ケースに対する他団

体、他制度等の紹介

③日常生活自立支援

事業からの移行支援

④市民後見人や後見

支援員の養成

⑤生活支援員の養成

⑥その他

委託事業 補助事業 自主事業

n=16 （単位＝社協数）

【「⑥その他」の内容】

・研修会・勉強会の開催

・法人後見の推進

・専門員研修

(合計13社協)

(合計７社協)

(合計５社協)

(合計２社協)

(合計１社協)

(合計４社協)

(合計13社協)

(合計５社協)

(合計６社協)

(合計３社協)

※「受任調整会議」とは、中核機関に設置され適切な後見人候補者を家

庭裁判所に推薦するため、申立前に開催する会議のことを指す。
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（４）後見人支援
 

（５）その他
 

後見人支援事業に取り組んでいる10社協のうち、７社協が「後見人からの各種相談に対応」、３社協が「後
見人の定期報告の手続き支援」、２社協が「専門職雇い上げ等により相談や手続き支援を実施」、１社協
が「後見人の連絡会を開催」、４社協が「本人の状態やチーム(※)による支援状況等についての見守り」、３
社協が「本人の状況変化等に応じた家庭裁判所との連絡調整」に取り組んでいる。（複数回答）

その他に取り組んでいる30社協のうち、20社協が「法人後見や後見監督人の受任」、30社協が「日常生活
自立支援事業の実施」、に取り組んでおり、「調査・研究事業」に取り組んでいる社協はない。（複数回答）

4

1

2

1

2

2

0

1

1

2

1

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

①後見人からの各種

相談に対応

②後見人の定期

報告の手続き支援

③専門職雇い上げ等

により相談や手続き

支援を実施

④後見人の

連絡会を開催

⑤本人の状態やチーム

(※)による支援状況等に

ついての見守り

⑥本人の状況変化

等に応じた家庭裁判

所との連絡調整

⑦その他

委託事業 補助事業 自主事業

n=10 （単位＝社協数）

※「チーム」とは、本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本

人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う仕組みのことを指す。

2

30

0

4 14

1

0 5 10 15 20 25 30 35

①法人後見や後

見監督人の受任

②日常生活自立

支援事業の実施

③調査・研究事業

④その他

委託事業 補助事業 自主事業

n=30 （単位＝社協数）

【「④その他」の内容】

・法人後見立ち上げ支援

(合計７社協)

(合計３社協)

(合計２社協)

(合計１社協)

(合計４社協)

(合計３社協)

(合計20社協)

(合計30社協)

(合計１社協)
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４　権利擁護事業に係る財源
 

新潟市社協

長岡市社協

上越市社協

三条市社協

柏崎市社協

新発田市社協

小千谷市社協

加茂市社協

十日町市社協

見附市社協

村上市社協

燕市社協

糸魚川市社協

妙高市社協

五泉市社協

佐渡市社協

阿賀野市社協

魚沼市社協

南魚沼市社協

胎内市社協

聖籠町社協

弥彦村社協

田上町社協

阿賀町社協

出雲崎町社協

湯沢町社協

津南町社協

刈羽村社協

関川村社協

粟島浦村社協

合計

５　職員体制
 
 

県内社協で権利擁護センター等や法人後見事業に携わる職員数は193人。
うち「正規の専従」職員は17人、「正規の兼務」職員は71人、「非正規常勤の専従」職員は13人、「非正規
常勤の兼務」職員は10人、「非正規非常勤の専従」職員は81人、「非正規非常勤の兼務」職員は１人と
なっている。

●

●

●

●

●

●

●

県内で「委託金（日常生活自立支援事業を除く）」が投入されている社協が９社協、「補助金」が投入され
ている社協が４社協、「自主財源」を投入している社協が19社協となっている。

委託金
（日常生活自立
支援事業を除く）

補助金 自主財源

● ●

委託金
（日常生活自立

支援事業）

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

30

●

●

9 4 19

17

13

81

71

10

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

正規

非正規常勤

非正規非常勤

専従 兼務

n=193 （単位＝人）

(合計88人)

(合計23人)

(合計82人)
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６　地域連携ネットワーク
 

 

７　受任調整会議の検討要件、実施頻度、構成員（対象＝１社協）

８　法人後見事業における受任状況（対象＝２０社協）

（１）受任件数について

 
 

県内で地域連携ネットワークにおける協議体等を運営又は参加しているのは20社協。うち２社協が「市町村
が設置する地域連携ネットワークにおける協議体に参加している」、20社協が「法人後見運営委員会を運
営している」、６社協が「成年後見制度利用促進に関する検討会やプロジェクトチーム等のネットワークに参
加している」となっている。（複数回答）
「市町村が設置する地域連携ネットワークにおける協議体を受託し運営している」「法人後見を行う他の法
人の、法人後見運営委員会に参加している」社協はない。

県内で法人後見事業を実施している20社協で、これまでに合計332件を受任している。
うち98件は既に終了しており、現在の受任件数は合計234件となっている。

検討要件

市町村長申立てに限定してい
ない（本人や親族等による申
立も対象としている）

実施頻度 構成員

定期的に実施している

・行政職員
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士

0

2

20

0

6

10

0 5 10 15 20 25

①市町村が設置する地域連携ネットワークに

おける協議体を受託し運営している

②市町村が設置する地域連携ネット

ワークにおける協議体に参加している

③法人後見運営委員会を運営している

④法人後見を行う他の法人の、法人

後見運営委員会に参加している

⑤成年後見制度利用促進に関する

検討会やプロジェクトチーム等の

ネットワークに参加している

⑥運営又は参加していない

（単位＝社協数）n=30

56
17

24
7

25
10

1
7
9

14
0
0
3

24
15

3
4

8
3
4

31
4

13
1

7
2

1
2

10

10
6

6
1

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

新潟市社協

長岡市社協

上越市社協

三条市社協

柏崎市社協

新発田市社協

小千谷市社協

十日町市社協

村上市社協

燕市社協

糸魚川市社協

妙高市社協

五泉市社協

佐渡市社協

魚沼市社協

南魚沼市社協

聖籠町社協

阿賀町社協

湯沢町社協

刈羽村社協

受任中の件数 終了件数

（単位＝件）n=332

(合計87件)

(合計21件)
(合計37件)

(合計８件)
(合計32件)

(合計12件)
(合計１件)

(合計８件)

(合計11件)
(合計24件)

(合計３件)
(合計34件)

(合計21件)

(合計３件)

(合計４件)
(合計14件)

(合計４件)
(合計８件)
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（２）受任件数の推移について

 

新潟市社協

長岡市社協

上越市社協

三条市社協

柏崎市社協

新発田市社協

小千谷市社協

十日町市社協

村上市社協

燕市社協

糸魚川市社協

妙高市社協

五泉市社協

佐渡市社協

魚沼市社協

南魚沼市社協

聖籠町社協

阿賀町社協

湯沢町社協

刈羽村社協

合計

（３）年齢について
 
 

受任件数234件のうち、「70代」が60件と一番多く、次いで「80代」が47件、「60代」が41件と続いている。
「19歳以下」の受任案件はない。

≪ 以下、現在受任中の「234件」の状況について ≫

1 4 14

令和３年５月１日時点において、20社協で合計234件(前年207件)を受任しており、前年同期比で27件増
加している。

H26.5.1
現在

H27.5.1
現在

H28.5.1
現在

H29.5.1
現在

H30.5.1
現在

R1.5.1
現在

R2.5.1
現在

R3.5.1
現在

7 14 21 30 38 48 57 56

17

17 17 18 17 19 19 22 24

2 7

7 7 10 18 20 22 23 25

2 8 10 10

1

3 4 6 7

5 9 9

7 9 13 15 16 15 14 14

1 2 3

2 3

51 60 82

2 4

13 13 16 18 18 19 21 24

2 5 7 10 11 15

3 2 3 4 4

133

1 3

2

109 170 207 234

2 3 6 8 7 8

1 2

20代, 9件, 3.8% 30代, 7件, 3.0%

40代, 22件, 9.4%

50代, 27件, 11.5%

60代, 41件, 
17.5%70代, 60件, 

25.6%

80代, 47件, 
20.1%

90歳以上, 21件, 9.0%

n=234
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（４）性別について

 

（５）障害等区分について

 

（６）居所について

 受任件数234件のうち、「施設」が141件と一番多く、次いで「在宅」が58件、「病院」が35件となっており、
被後見人等の75.3%が「施設」や「病院」に入所・入院している。

受任件数234件のうち、「男性」が126件、「女性」が108件となっている。

受任件数234件のうち、「認知症高齢者」が96件と一番多く、次いで「知的障害者」が70件、「精神障害
者」が68件となっている。

男性, 126件, 
53.8%

女性, 108件, 
46.2%

n=234

認知症高齢者, 
96件, 41.0%

知的障害者, 
70件, 29.9%

精神障害者, 
68件, 29.1%

在宅, 58件, 
24.8%

施設, 141件, 60.3%

病院, 
35件, 15.0%

n=234

n=234
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（７）生活保護の受給状況について

 

（８）類型について

 

（９）申立人について

 

受任件数234件のうち、生活保護の「受給有」が54件、「受給無」が180件となっており、被後見人等の４分
の１弱が生活保護を受給している。

受任件数234件のうち、「後見」類型が151件と一番多く、次いで「保佐」類型が64件、「補助」類型が19件
となっている。

受任件数234件のうち、「親族」による申立てが96件と一番多く、次いで「市町村長」による申立てが65件、
「本人」による申立てが57件となっている。

受給有,
54件, 23.1%

受給無, 180件, 
76.9%

n=234

後見, 151件, 
64.5%

保佐, 64件, 
27.4%

補助, 19件, 8.1%n=234

本人, 57件, 
24.4%

親族, 96件, 41.0%

市町村長, 
65件, 27.8%

その他, 16件, 6.8%n=234
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（10）後見等報酬について

 

（11）受任期間について

 

（12）受任前の関わりについて

 

受任件数234件のうち、「受任して1年未満のため無報酬」（41件）を除くと、「本人の財産からの報酬」が97
件と一番多く、次いで、「成年後見制度利用支援事業からの報酬」が63件、「本人の財産及び成年後見制
度利用支援事業の両方からの報酬」が27件となっている。

受任件数234件のうち、「１年～３年」が95件と一番多く、次いで「５年～10年」が49件、「３年～５年」が46
件、「１年未満」が44件となっている。

受任件数234件のうち、「受任前の関わりはない」（77件）を除くと、「介護保険、障害福祉サービスの利用
者」が73件と一番多く、次いで、「日常生活自立支援事業利用者」が68件となっている。

本人の財産からの

報酬, 97件, 41.5%

成年後見制度利用支援事業からの

報酬, 63件, 26.9%

本人の財産及び成年後見制度

利用支援事業の両方からの

報酬, 27件, 11.5%

受任して１年未満のため

無報酬, 41件, 17.5%

報酬を辞退したため無報酬, 
6件, 2.6%

n=234

１年未満, 44件, 
18.8%

１年～３年, 95件, 
40.6%

３年～５年, 46件, 
19.7%

５年～１０年, 
49件, 20.9%

n=234

日常生活自立支援事業

利用者, 68件, 29.1%

生活困窮自立支援事業の

利用者, 6件, 2.6%

生活福祉資金貸付

制度の利用者, 2件, 
0.9%

介護保険、障害福祉

サービスの利用者, 73
件, 31.2%

その他, 8件, 3.4%

受任前の関わりはない, 
77件, 32.9%

n=234
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９　法人後見支援員の活動（対象＝２０社協）
 

10　現に法人後見支援員として活動している人数（対象＝４社協）
 

11　法人後見支援員の養成方法（対象＝４社協）
 

法人後見事業を実施している20社協のうち、法人後見支援員を雇用しているのは４社協と、全体の20%と
なっている。

現在、県内で法人後見支援員として活動している人は104人。主な経歴別にみると、「福祉行政経験者」
が７人、「福士施設業務従事経験者」が17人、「民生委員、自治会役員経験者」が３人、「日常生活自立
支援事業における生活支援員経験者」が44人となっている。

法人後見支援員を雇用している４社協のうち、「市民後見人を養成する講座の修了者から雇用」が３社協
と一番多く、次いで、「後見支援員の養成講座等を開催し、修了者を雇用」が１社協、「日常生活自立支援
事業の生活支援員から雇用」が１社協となっている。（複数回答）

①法人後見支援員を雇用

している, 4社協, 20%

②法人後見支援員

を雇用していない, 
16社協, 80%

n=20

7

17

3

44

33

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

①福祉行政経験者

②福祉施設業務従事経験者

③民生委員、自治会役員経験者

④日常生活自立支援事業に

おける生活支援員経験者

⑤その他

（単位＝人）n=104

【「⑤その他」の内容】

・民間企業経験者

・銀行員

・警察官

・自営業

3

1

1

1

0 5

①市民後見人を養成する

講座の修了者から雇用

②後見支援員の養成講座等を

開催し、修了者を雇用

③日常生活自立支援事業の

生活支援員から雇用

④その他

（単位＝社協数）n=4

【「④その他」の内容】

・内部研修の修了者から雇用している
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12　法人後見支援員による支援を行うメリット（対象＝４社協）
 

13　法人後見支援員による支援に係る課題（対象＝４社協）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14　法人後見支援員の雇用に係る今後の意向（対象＝１６社協）
 

当センターでの支援員の役割として、状態の安定している被後見人に対し定期的な訪問を行い、身体の様
子を含め生活状況を確認してもらっています。顔を覚えてもらい、被後見人等の方々も訪問を楽しみにして
いましたが、現在コロナ禍で施設等への訪問ができない状況が続いています。後見支援員のモチベーショ
ンの低下が心配されることから、課題と考えています。

専門員（職員）のサポートが必要なので法人後見支援員が増えると職員の負担も増加する。

法人後見支援員としての親しみや身近さがある反面、提供する支援の質にばらつきがある。

支援員が増えれば増えるほど、事務管理が複雑になる。

支援員のスキルがそれぞれ異なるので、統一化がなかなか難しい。

支援員不足。

後見補助員(後見支援員）は日常生活自立支援事業の生活支援員の経験を持つ人としているためその確
保、養成が課題。

落ち着いているケースを担当してもらうため、支援のモチベーションの維持が課題。

法人後見支援員の高齢化。

法人後見支援員を雇用している４社協のうち、「住民の視点を支援に取り入れることができる」「専門員（法
人後見担当職員）の負担が軽減される」が３社協ずつ、「市民後見人として活動してもらうにあたっての実践
経験の場となる」が２社協となっている。（複数回答）

法人後見支援員を雇用していない16社協のうち、「雇用する必要性を感じない」が４社協と一番多く、次い
で、「雇用を検討している」が３社協、「雇用する予定である」が２社協となっている。

3

3

2

0

0 5

①住民の視点を支援に

取り入れることができる

②専門員（法人後見担当

職員）の負担が軽減される

③市民後見人として活動してもらうに

あたっての実践経験の場となる

④その他

（単位＝社協数）n=4

雇用する予定である, 
2社協, 12%

雇用を検討している, 
3社協, 19%

雇用する必要性を

感じない, 4社協, 
25%

その他, 7社協, 
44%

n=16

【「⑤その他」の内容】

・今後検討する。

・現状では必要性は薄いと考えるが、今後必要性が生じた際に検討。

・受任を開始したばかりであり、必要性の判断は現時点ではできない。

・法人後見支援員の養成が困難なため考えていない。

・雇用の予定なし。

・予定がなく検討がされていない。

・雇用に関して検討に至っていない。
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15　法人後見事業の実施に向けての検討について（対象＝１０社協）
 

16　法人後見事業を実施しない理由（対象＝９社協）
 法人後見事業を実施する予定はない９社協のうち、６社協が「社協が法人後見事業を実施する必要性は

感じているが、事業実施に必要な人員が確保できないため」、４社協が「社協が法人後見事業を実施する
必要性は感じているが、実施に向けてどのような手続きを進めてよいかわからないため」「社協が法人後見
事業を実施する必要性は感じているが、事業実施にかかる予算が確保できないため」「社協が法人後見事
業を実施する必要性は感じているが、行政との調整ができないため」「行政からの依頼・打診がないため」と
回答している。（複数回答）

法人後見事業を実施していない10社協のうち、１社協が「法人後見実施の認可申請済み」、９社協が「法
人後見事業を実施する予定はない」と回答している。

法人後見実施の認可申請

済み（認可待ち）, 1社協, 
10%

実施を検討している, 
0社協, 0%

法人後見事業を

実施する予定は

ない, 9社協, 90%

n=10

※「実施を検討している」という回答がなかったため、法人後見事業の実施予定年度、検討を始めた理由、検討しているメン

バー、実施に向けて課題となっていることに関する結果は掲載しない。

1

0

4

4

6

3

4

4

0

2

0 5 10

①地域に成年後見制度に対するニーズが

少ない（無い）ことを把握しているため

②地域に適切な後見人等候補者が十分に

いることを把握しているため（受け皿が

足りている）

③社協が法人後見を実施する必要性は

感じているが、実施に向けてどのような

手続きを進めてよいかわからないため

④社協が法人後見事業を実施する

必要性は感じているが、事業実施に

かかる予算が確保できないため

⑤社協が法人後見事業を実施する

必要性は感じているが、事業実施に

必要な人員が確保できないため

⑥社協が法人後見事業を実施する必要

性は感じているが、事業実施に必要な

専門性を有する職員が確保できないため

⑦社協が法人後見事業を実施する必要

性は感じているが、行政との調整が

できないため

⑧行政からの依頼・打診がないため

⑨法人後見事業に関心がないため

 その他

（単位＝社協数）n=9

【「⑩その他」の内容】

・市内に法人後見事業を実施している他法人がすでにあるため。

・法人後見事業実施に必要な専門性を有する職員が不足、及び体制が整っていないため。
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17　法人後見事業に係る当面の取組方針（対象＝９社協）
 

 

18　事業推進上の課題や問題点（対象＝３０社協）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けた相談に対し、社協だけで解決できない場合、他の専門職に相談する場が少ない。

本人や親族からの相談件数が総数と比較すると少ない。

制度が必要と思われる方々のケアマネジャーや相談支援専門員の制度理解が不足しているという課題を、
当会として認識はしているものの、啓発をうまく進めることができていない。

現在、権利擁護事業の部門があり、専従職員がいる体制ではないため、受任件数を増やしていくことが困
難。組織内部で係の業務分担についても今後検討を要する。

令和３年度に他法人が法人後見の受任を開始しました。しかしながら申立数に対し、受任者が足りない状
況は改善されていません。今後も他法人から受任をして頂けるように取り組んでいかなければならないと考
えています。

施設入所の身元保証人になってほしいと相談が寄せられるが、実際は保証人になることができないと説明
する機会が増えている。

成年後見制度の利用促進に合わせ、日常生活自立支援事業の利用者も増えることが見込まれる。現在
の業務量でも職員体制が不足しているにも関わらず、更に業務量が増えることで職員が疲弊することが容
易に想像できる。

自主財源の少ない社協では、経費負担が厳しい。

法人後見事業運営委員会の委員が多忙にて、会がすぐに開けず家庭裁判所への返答までに時間を要し
てしまっている。

人員不足や予算の関係上、本事業に取り組むことができていない。

市が中核機関の設置に向けて取り組んでいること、市内NPO法人が積極的に活動していることなど、成年
後見制度の利用推進の動きがあるので、社協としては法人後見事業を継続しながら、積極的に他機関との
連携を図っていきたい。

権利擁護センター等の機能の必要性（特に相談窓口の明確化）を強く感じているが、予算や専門知識を
持った専従職員の確保が難しい。

中核機関の機能でもあることから、今後、親族後見人支援について取り組んでいかなければならないと考え
ています。

市民後見人の活動者数の増加に伴い、随時相談の増加及び支援内容の複雑化により、現状の職員体制
では活動支援にかかる負担が大きくなってきていることが課題と考えます。

申立支援は書類をどう整えるかということではなく、本人が抱える課題を見極め、その課題解決のために制
度利用が必要なのかしっかりと検討するための仕組みや支援、関係者のスキルアップが必要だと思いま
す。

異動があるためプロフェッショナルが育ちにくい。

後見人、保佐人の郵便物転送手続きを行う際、転送先を後見センターで登録したいが、生活実態がないと
ころへの転送はできないと郵便局から却下されるので不都合がある。

市民後見人の個人受任に向けて家裁、行政、社協と協議を続けているがなかなか折合いがつかない。

法人後見事業を実施する予定はない９社協のうち、「行政と意見交換の場を設けたい」「他の市町村社協
の動向を注視したい」が５社協ずつ、「研修会等に参加して情報を集めたい」が４社協となっている。（複数
回答）
また、「現在のところ特別な取り組み予定はない」と回答した社協は２社協あった。

4

1

5

1

5

2

0

0 5 10

①研修会等に参加して情報を集めたい

②地域における成年制度に係る

潜在的ニーズを把握したい

③行政と意見交換の場を設けたい

④地域の関係機関・団体と協議したい

⑤他の市町村社協の動向を注視したい

⑥現在のところ特別な

取り組み予定はない

⑦その他

（単位＝社協数）n=9
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